
救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

西
田
病
院

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
二
六
六
番
地

令
三
・

四
・

一
か
ら

令
六
・

三
・
三
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
義
務
加
入
に
係
る
同
意
成
立
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

公

告

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
ア
ム
ス
大
在

大
分
市
大
在
浜
二
丁
目
一
番
一
号

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
七
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

５

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

外
一
者

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

目

次

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

〇

〇

号

四

月

二

十

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

四
千
二
百
六
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
南
側

三
十
二
台

駐
車
場
№
二

建
物
敷
地
東
側

三
十
八
台

駐
車
場
№
三

建
物
敷
地
東
側

百
三
十
三
台

駐
車
場
№
四

建
物
敷
地
西
側

六
十
五
台

合
計

二
百
六
十
八
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
輪
場
№
一

建
物
西
側

四
十
台

駐
輪
場
№
二

建
物
西
側

三
十
台

駐
輪
場
№
三

建
物
西
側

十
台

駐
輪
場
№
四

建
物
南
側

十
五
台

駐
輪
場
№
五

建
物
東
側

三
十
台

駐
輪
場
№
六

建
物
東
側

三
十
台

合
計

百
五
十
五
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
北
側

百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
一

建
物
北
側

十
三
・
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
二

建
物
内
北
側

二
十
五
・
〇
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
三

建
物
東
側

七
・
七
七
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

四
十
六
・
三
五
立
法
メ
ー
ト
ル

㈣

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
八
時

⑵

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一

二
箇
所

建
物
敷
地
西
側
及
び
東
側

駐
車
場
№
二

二
箇
所

建
物
敷
地
東
側
駐
車
場
北
側

駐
車
場
№
三

三
箇
所

建
物
敷
地
東
側
駐
車
場
西
側
、
南
側
及
び
北
側

駐
車
場
№
四

三
箇
所

建
物
敷
地
西
側
駐
車
場
北
側
、
西
側
及
び
東
側

合
計

十
箇
所

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八

月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
富
士
見
が
丘
店

大
分
市
富
士
見
が
丘
西
一
丁
目
三
番
一
号

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

西
部
日
本
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

手

島

友
一
郎

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
十
二
番
十
号

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
七
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

５

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
南
側

五
十
台

駐
車
場
№
二

建
物
北
側

三
十
七
台

合
計

八
十
七
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
輪
場
№
一

建
物
南
東
側

六
台

駐
輪
場
№
二

建
物
敷
地
南
西
側

十
四
台

合
計

二
十
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
北
側

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

建
物
敷
地
北
側

二
十
四
・
五
七
立
方
メ
ー
ト
ル

㈣

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
八
時

⑵

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一

二
箇
所

建
物
敷
地
東
側
及
び
南
側

駐
車
場
№
二

一
箇
所

建
物
敷
地
北
側

合
計

三
箇
所

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八

月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
豊
後
高
田
店

豊
後
高
田
市
大
字
高
田
二
千
二
十
六
番
地
一

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
七
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

５

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

外
三
者

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
千
四
百
六
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
西
側

十
六
台

駐
車
場
№
二

建
物
西
側

二
十
八
台

駐
車
場
№
三

建
物
敷
地
西
側

百
三
台

合
計

百
四
十
七
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
輪
場
№
一

建
物
西
側

十
七
台

駐
輪
場
№
二

建
物
東
側

十
三
台

合
計

三
十
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
南
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

建
物
敷
地
南
側

十
七
・
七
九
立
方
メ
ー
ト
ル

㈣

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
八
時

⑵

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一
及
び
二

二
箇
所

建
物
敷
地
西
側

駐
車
場
№
三

一
箇
所

建
物
敷
地
西
側
駐
車
場
東
側

合
計

三
箇
所

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八

月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
宇
佐
四
日
市
店

宇
佐
市
四
日
市
鬼
枝
百
四
番
二

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
七
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

５

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

外
二
者

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
北
側

二
十
七
台

駐
車
場
№
二

建
物
東
側

十
二
台

駐
車
場
№
三

建
物
南
側

四
十
四
台

合
計

八
十
三
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
東
側

二
十
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
一

建
物
敷
地
西
側

十
四
・
七
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
二

建
物
敷
地
西
側

四
・
八
六
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

十
九
・
五
六
立
方
メ
ー
ト
ル

㈣

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
八
時

⑵

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一

二
箇
所

建
物
敷
地
北
側

駐
車
場
№
二
及
び
三

三
箇
所

建
物
敷
地
東
側
及
び
西
側

合
計

五
箇
所

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八

月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
長
洲
店

宇
佐
市
長
洲
沖
須
町
一
丁
目
二
十
番

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
七
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

５

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

代
表
取
締
役

羽
田
野

尚

志

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

外
二
者

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
北
側
及
び
西
側

六
十
台

駐
車
場
№
二

建
物
屋
上
部

六
十
四
台

合
計

百
二
十
四
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
北
側

四
十
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
南
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
一

建
物
西
側

四
・
八
六
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
保
管
施
設
№
二

建
物
南
側

十
四
・
四
三
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

十
九
・
二
九
立
方
メ
ー
ト
ル

㈣

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
八
時

⑵

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一
及
び
二

二
箇
所

建
物
敷
地
北
側
及
び
西
側

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

第
２
三
石
溜

池
地
区

令
三
・

四
・
二
〇
か
ら

令
三
・

五
・
一
〇
ま
で

豊
後
高
田
市

役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

小
菊
池
地
区

令
三
・

四
・
二
〇
か
ら

令
三
・

五
・
一
〇
ま
で

宇
佐
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

鎌
池
地
区

令
三
・

四
・
二
〇
か
ら

令
三
・

五
・
一
〇
ま
で

宇
佐
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八

月
二
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
後
高
田

市
高
田
二
千
二
百
二
十
五
番
地
の
河
野
正
春
ほ
か
四
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決

定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
理
事
長
有
瀬
義
徳
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当

該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
理
事
長
有
瀬
義
徳
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当

該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七
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〰
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〰

佐
伯
市
荒
網
代
浦
九
百
四
番
地
二

清
家

皆
一

佐
伯
市
石
間
浦
四
百
五
十
七
番
地
一

清
家

博
幸

佐
伯
市
霞
ヶ
浦
二
百
五
番
地
一

岩
佐

研
二

２

加
入
区

佐
伯
市
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
四
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

佐
伯
市
葛
港
十
七
番
地
の
一

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
佐
伯
支
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

加
入
区
の
名
称

南
海
部
第
三
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
鶴
見
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

加
入
区
の
名
称

南
海
部
第
三
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
鶴
見
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

〇
公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
用
途
地
域
（
別
府
市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

令
和
三
年
四
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

八


